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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送受するプローブと、
　プローブを送信制御して超音波の受信信号を得る送受信部と、
　超音波の受信信号に基づいて得られる診断データを記憶デバイスに記憶すると共に、診
断に対して管理の単位ごとにインデックスを対応付けて診断を管理するデータ管理部と、
　超音波の受信信号に基づいて得られる画像を含んだ表示画像を形成する表示画像形成部
と、
　を有し、
　前記データ管理部は、記憶デバイスの使用量とインデックスの使用量とを算出し、これ
らの使用量から、診断データの記憶と診断の管理に係る統括的使用量を導出し、
　前記表示画像形成部は、前記統括的使用量を視覚的に示す使用量画像を含んだ表示画像
を形成し、
　前記データ管理部は、
　前記記憶デバイスについての診断データの記憶可能容量と既に記憶された診断データの
記憶済容量とに基づいて、記憶可能容量に対する記憶済容量の割合を算出して前記記憶デ
バイスの使用量とし、
　管理可能なインデックスの上限数と既に使用されたインデックスの使用数とに基づいて
、インデックスの上限数に対する使用数の割合を算出して前記インデックスの使用量とす
る、
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　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の超音波診断装置において、
　前記データ管理部は、記憶デバイスの使用量とインデックスの使用量とを比較して、こ
れら２つの使用量のうちの大きい方を前記統括的使用量とする、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の超音波診断装置において、
　前記表示画像形成部は、前記統括的使用量をプログレスバーの個数で示した前記使用量
画像を形成し、前記統括的使用量の大きさに応じて段階的にプログレスバーの表示態様を
変化させる、
　ことを特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、診断データを記憶する超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　診断において得られた診断データを記憶する超音波診断装置が知られている。例えば、
超音波の受信信号に基づいて得られる超音波の画像データなどをハードディスクなどに記
憶する装置がある（特許文献１参照）。これにより、例えば、ある患者に関する後日の診
断において、過去の診断で得られて記憶された画像データなどを参照することができる。
【０００３】
　ところで、ハードディスクなどの記憶デバイスには記憶容量に限界があるため、記憶デ
バイスがその記憶容量の限界に達してしまうと、記憶デバイス内のデータを残しつつその
記憶デバイスに新しいデータを記憶することができなくなってしまう。何らの知らせもな
く記憶デバイスの記憶容量が突然に限界に達してしまうことは、超音波診断装置のユーザ
にとって好ましくない。そこで、記憶デバイスの使用量をモニタなどに表示させて、記憶
デバイスの使用状態をユーザに知らせることが望ましい。
【０００４】
　一方において、診断が行われる度にその診断に対してインデックス情報を対応付けて管
理する超音波診断装置が知られている。例えば、各診断に対してインデックス情報として
１つのスタディが対応付けられ、各スタディに患者名や診断日時などの診断に係る情報が
関連付けて管理される。
【０００５】
　ところが、管理ソフト上の制約などにより、超音波診断装置によって管理されるインデ
ックスの個数（例えばスタディ数）に限界数がある。そのため、インデックスの個数が限
界数に達してしまうと、新たな診断に対してインデックスを対応付けることができなくな
ってしまう。そのため、例えば記憶デバイスの残容量に余裕があるにも関わらず、インデ
ックスの個数が限界に達してしまい、新たなインデックスに関する診断データを記憶デバ
イスに記憶できない事態などが懸念される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４１６７５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した背景技術に鑑み、本願の発明者は、診断データの記憶に係る改良技術について
研究開発を重ねてきた。特に、記憶デバイスの使用量とインデックスの使用量を統括的に
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管理する技術に注目した。
【０００８】
　本発明は、その研究開発の過程において成されたものであり、その目的は、記憶デバイ
スの使用量とインデックスの使用量に基づいて得られる統括的情報をユーザに提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的にかなう好適な超音波診断装置は、超音波を送受するプローブと、プローブを
送信制御して超音波の受信信号を得る送受信部と、超音波の受信信号に基づいて得られる
診断データを記憶デバイスに記憶すると共に、診断に対して管理の単位ごとにインデック
スを対応付けて診断を管理するデータ管理部と、超音波の受信信号に基づいて得られる画
像を含んだ表示画像を形成する表示画像形成部とを有し、前記データ管理部は、記憶デバ
イスの使用量とインデックスの使用量とを算出し、これらの使用量から、診断データの記
憶と診断の管理に係る統括的使用量を導出し、前記表示画像形成部は、前記統括的使用量
を視覚的に示す使用量画像を含んだ表示画像を形成する、ことを特徴とする。
【００１０】
　上記装置においては、統括的使用量を視覚的に示す使用量画像を含んだ表示画像が形成
される。その統括的使用量の算出においては、記憶デバイスの使用量に加えてインデック
スの使用量も考慮される。インデックスは、診断に対して管理の単位ごとに対応付けられ
る情報であり、例えば、上記装置を利用して診断を行うユーザ（検査者）が定める診断の
単位ごとにインデックスが付される。また、例えば、本装置が予め定められたルールに従
ってインデックスを対応付けるようにしてもよい。なお、インデックスの好適な具体例の
一つが、診断の区切りごとにその診断に対して対応付けられるスタディである。もちろん
患者（被検者）ごとにインデックスが対応付けられてもよいし、診断科目ごとにインデッ
クスが対応付けられてもよい。上記装置によれば、例えば、記憶デバイスとインデックス
のうちの一方の使用量のみをユーザに提供する場合に比べて、他方の使用量が突然に限界
に達する事態が低減され、望ましくはそのような事態が回避される。
【００１１】
　望ましい具体例において、前記データ管理部は、前記記憶デバイスについての診断デー
タの記憶可能容量と既に記憶された診断データの記憶済容量とに基づいて、記憶可能容量
に対する記憶済容量の割合を算出して前記記憶デバイスの使用量とし、管理可能なインデ
ックスの上限数と既に使用されたインデックスの使用数とに基づいて、インデックスの上
限数に対する使用数の割合を算出して前記インデックスの使用量とする、ことを特徴とす
る。
【００１２】
　望ましい具体例において、前記データ管理部は、記憶デバイスの使用量とインデックス
の使用量とを比較して、これら２つの使用量のうちの大きい方を前記統括的使用量とする
ことを特徴とする。
【００１３】
　望ましい具体例において、前記表示画像形成部は、前記統括的使用量をプログレスバー
の個数で示した前記使用量画像を形成し、前記統括的使用量の大きさに応じて段階的にプ
ログレスバーの表示態様を変化させる、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明により、記憶デバイスの使用量とインデックスの使用量に基づいて得られる統括
的情報をユーザに提供することができる。例えば、本発明の好適な態様によれば、記憶デ
バイスとインデックスのうちの一方の使用量のみをユーザに提供する場合に比べ、他方の
使用量が突然に限界に達する事態が低減され、望ましくはそのような事態が回避される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】本発明の実施において好適な超音波診断装置の全体構成を示す図である。
【図２】統括的使用量の導出を説明するための図である。
【図３】使用量画像を含んだ表示画像の具体例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、本発明の実施において好適な超音波診断装置（本超音波診断装置）の全体構成
図である。プローブ１０は超音波を送受する超音波探触子である。本超音波診断装置にお
いては、例えば、セクタ走査型、リニア走査型、二次元画像（断層画像）用、三次元画像
用等といった各種のプローブ１０を診断内容に応じて使い分けることができる。
【００１７】
　送受信部１２は、プローブ１０が備える複数の振動素子を送信制御して送信ビームを形
成し、送信ビームを診断領域内で走査させる。また、送受信部１２は、複数の振動素子か
ら得られる複数の受信信号を整相加算処理するなどして受信ビームを形成し、診断領域内
の全域から受信信号を収集し、その受信信号に対して検波などの受信処理を施す。これに
より、各受信ビームに沿った受信データ（ラインデータ）が得られる。
【００１８】
　送受信部１２において得られた受信データは、メモリ１４に一時的に記憶されてから、
超音波画像形成部２０に送られる。メモリ１４は、例えば、数十秒から数分程度に亘る受
信データを一時的に記憶するシネメモリとして機能する。例えば、ハードディスク（ＨＤ
Ｄ）６０の一部の記憶領域がメモリ１４として利用されてもよいし、ハードディスク（Ｈ
ＤＤ）６０とは別に設けられた記憶デバイス、例えば半導体メモリなどによりメモリ１４
が実現されてもよい。
【００１９】
　超音波画像形成部２０は、診断領域内から収集されてメモリ１４を経由して得られる受
信データに基づいて、診断領域の超音波画像を形成する。例えば、Ｂモード画像（断層画
像）、三次元画像、ドプラ画像などの診断内容に応じた画像データが超音波画像形成部２
０において形成されて表示画像形成部３０へ送られる。
【００２０】
　表示画像形成部３０は、超音波画像形成部２０において形成された超音波画像を含んだ
表示画像を形成する。また、表示画像形成部３０は、データ管理部５０において導出され
る統括的使用量を視覚的に示す使用量画像を含んだ表示画像を形成する。表示画像形成部
３０において形成された表示画像は、モニタなどの表示部３２に表示される。なお、本超
音波診断装置による表示画像の具体例については後に説明する（図３参照）。
【００２１】
　本超音波診断装置の全体的な動作の制御には、コンピュータなどにも用いられるオペレ
ーティングシステム（ＯＳ）が利用される。データ管理部５０は、オペレーティングシス
テム（ＯＳ）などと協働して、本超音波診断装置において得られる診断に係る情報を管理
する。つまり、データ管理部５０は、超音波の受信信号に基づいて得られる診断データを
ハードディスク（ＨＤＤ）６０に記憶すると共に、診断の区切りごとにその診断に対して
インデックスとして１つのスタディを対応付けて診断を管理する。
【００２２】
　データ管理部５０は、診断データとして、例えば、送受信部１２から得られる検波処理
前の受信信号、メモリ１４から得られる各受信ビームのラインデータ、超音波画像形成部
２０において形成される静止画像や動画像の画像データなどをハードディスク６０に記憶
する。なお、診断データとして、本超音波診断装置により得られる計測結果に関するデー
タがハードディスク６０に記憶されてもよい。
【００２３】
　データ管理部５０は、例えば、図示しない操作デバイスを利用して受け付けたユーザ操
作の情報をオペレーティングシステムから得て、そのユーザ操作に応じて、ユーザが記憶
を望む診断データをハードディスク６０に記憶する。
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【００２４】
　これにより、図１に例示するように、ハードディスク６０には、例えばＢモード画像な
どの静止画像データ（静止画像１データ，静止画像２データ，・・・）、Ｂモード画像な
どの動画像データ（動画像１データ，動画像２データ，・・・）、ドプラ計測などの計測
結果データ（計測結果１データ，計測結果２データ，・・・）などが記憶される。なお、
ハードディスク６０には、診断データ以外のデータも記憶が可能であり、診断データはそ
れに割り当てられた記憶領域に記憶される。
【００２５】
　また、データ管理部５０は、本超音波診断装置を利用して行われる診断について、診断
の区切りごとにその診断に対してインデックスとして１つのスタディを対応付けて診断を
管理する。例えば、ある患者に対して心臓に関する診断が行われると、その診断に対して
１つのスタディが対応付けれ、さらにその１つのスタディに対して、患者名や診断日や診
断項目などの情報が関連付けされて、データベース（ＤＢ）７０に登録される。なお、各
スタディにおいて得られてハードディスク６０に記憶された診断データの情報が、そのス
タディに関連付けされてもよい。但し、診断データそのものはハードディスク６０に記憶
される。
【００２６】
　これにより、図１に例示するようにデータベース７０には、各スタディ（スタディ１，
スタディ２，・・・）ごとに、各スタディに関連付けられた情報（患者名／診断日／診断
項目／・・・）が登録される。
【００２７】
　本超音波診断装置において、データ管理部５０は、ハードディスク６０の使用量とスタ
ディ数の使用量とをそれぞれ算出し、これら２つの使用量から、診断データの記憶と診断
の管理に係る統括的使用量を導出する。そして、表示画像形成部３０は、データ管理部５
０から得られる統括的使用量を視覚的に示す使用量画像を形成し、使用量画像を含んだ表
示画像を形成する。
【００２８】
　そこで、以下に、統括的使用量の導出に関する具体例と、使用量画像の具体例について
説明する。なお、図１に示した構成（部分）については、以下においても図１の符号を付
して説明する。
【００２９】
　図２は、統括的使用量の導出を説明するための図である。データ管理部５０は統括的使
用量を得るにあたって、まず、ハードディスク（ＨＤＤ）使用量とスタディ数使用量を算
出する。
【００３０】
　ハードディスク使用量は、ハードディスク６０内における診断データの記憶可能容量と
既にハードディスク６０内に記憶された診断データの記憶済容量を利用して算出される。
データ管理部５０は、診断データの記憶可能容量や記憶済容量を例えばオペレーティング
から得る。そして、データ管理部５０は、記憶可能容量に対する記憶済容量の割合（パー
セント）を算出し、その算出結果をハードディスク使用量とする。
【００３１】
　図２には、記憶済容量の増加に伴うハードディスク使用量（ＨＤＤ使用量）の変化が図
示されている。つまり、図２の横軸に沿って、右端から左側に向かって記憶済容量が増加
すると、それに伴ってハードディスク使用量（パーセント）も徐々に増加する。そして、
記憶済容量が増加し続けて記憶可能容量に達すると、ハードディスク使用量が１００パー
セントとなり、新しい診断データをハードディスク６０に記憶できなくなる。
【００３２】
　一方、スタディ数使用量は、データ管理部５０において管理が可能なスタディの上限数
と既に使用されたスタディの使用数に基づいて算出される。スタディの上限数は、例えば
データ管理部５０において利用されるデータ管理ソフト（データ管理プログラム）上の制
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約などに応じて制限される上限数である。上限数は、例えば数万件とされ、データ管理部
５０が数万件のスタディを管理できることが望ましい。また、既に使用されたスタディの
使用数は例えばデータ管理部５０自身が計数する。もちろん、データ管理部５０がデータ
ベース７０を参照して既に使用されたスタディの使用数を確認してもよい。そして、デー
タ管理部５０は、スタディの上限数に対する使用数の割合（パーセント）を算出して、ス
タディ数使用量とする。
【００３３】
　図２には、スタディ使用数の増加に伴うスタディ数使用量の変化が図示されている。つ
まり、図２の横軸に沿って、左端から右側に向かってスタディ使用数が増加すると、それ
に伴って、スタディ数使用量（パーセント）も徐々に増加する。そして、スタディ使用数
が増加し続けてスタディの上限数に達すると、スタディ数使用量が１００パーセントとな
り、データ管理部５０は、新しい診断のスタディを登録することができなくなり、また、
新しいスタディに関する診断データをハードディスク６０に記憶できなくなる。
【００３４】
　以上のように、ハードディスク使用量が１００パーセントに達してしまうと新しい診断
データをハードディスク６０に記憶できなくなり、また、スタディ数使用量が１００パー
セントに達してしまうと新しい診断のスタディを登録することができなくなり、その新し
いスタディに関する診断データをハードディスク６０に記憶できなくなる。
【００３５】
　そこで、データ管理部５０は、ハードディスク使用量とスタディ数使用量から、診断デ
ータの記憶と診断の管理に係る統括的使用量を導出する。例えば、データ管理部５０は、
各時刻において、ハードディスク使用量とスタディ数使用量を比較して、これら２つの使
用量のうちの大きい方をその時刻における統括的使用量とする。もちろん、データ管理部
５０は、各時刻におけるハードディスク使用量とスタディ数使用量に加えて、その時刻に
おけるそれぞれの増加率などを総合的に組み合わせて、その時刻における統括使用量を導
出するようにしてもよい。なお、データ管理部５０は、ハードディスク使用量とスタディ
数使用量を統合的に勘案した１つの統括的使用量を得ることが望ましい。
【００３６】
　データ管理部５０において算出された統括的使用量は、表示画像形成部３０に送られ、
表示画像形成部３０は、データ管理部５０から得られる統括的使用量を視覚的に示す使用
量画像を形成し、使用量画像を含んだ表示画像を形成する。
【００３７】
　図３は、使用量画像３６を含んだ表示画像３４の具体例を示す図である。表示画像形成
部３０は、例えば、超音波画像形成部２０において形成されるＢモード画像（符号Ｂ）を
含んだ表示画像３４内において、例えばＢモード画像の表示の妨げとならない位置に、使
用量画像３６を表示させる。図３に示す具体例では、Ｂモード画像の右下に使用量画像３
６が表示されている。使用量画像３６の表示位置は、Ｂモード画像などの上や下などでも
よいし、使用量画像３６の大きさや表示位置をユーザが変更できる構成としてもよい。
【００３８】
　図３には、使用量画像３６の表示例１～３が拡大図示されている。図３に示す具体例に
おいて、使用量画像３６は統括的使用量をプログレスバーで示している。例えば、統括的
使用量が０パーセントであればプログレスバーは１個も表示されず、統括的使用量が１～
１０パーセントであればプログレスバーが１個だけ表示され、統括的使用量が１１～２０
パーセントであればプログレスバーが２個だけ表示される。同様に、統括的使用量に関す
る１０パーセントの範囲ごとに、プログレスバーが３個４個・・・と増加され、統括的使
用量が９１～１００パーセントであれば、プログレスバーが１０個全て表示される。ユー
ザは、使用量画像３６におけるプログレスバーの個数から、統括的使用量の大きさ（パー
セント）を視覚的に確認することができる。
【００３９】
　また、表示画像形成部３０は、統括的使用量の大きさに応じて段階的にプログレスバー
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の表示態様を変化させてもよい。例えば、統括的使用量の大きさに応じて段階的にプログ
レスバーの表示色が変更されてもよい。具体的には、例えば、統括的使用量が１～７０パ
ーセントであれば、プログレスバーを全て青色（表示例１）とし、統括的使用量が７１～
９０パーセントであれば、プログレスバーを全て黄色（表示例２）とすることにより、ユ
ーザに対して色によって注意を促す。そして、統括的使用量が９１～１００パーセントで
あれば、プログレスバーを全て赤色（表示例３）とし、統括的使用量が限界に近いことを
ユーザに対して色によって警告する。
【００４０】
　これにより、ユーザは、使用量画像３６から視覚的に統括的使用量を確認することがで
きる。その統括的使用量は、既に説明したように、ハードディスク使用量とスタディ数使
用量を比較して得られるものである。したがって、ユーザは、例えばハードディスク使用
量に余裕がありスタディ数使用量に余裕がない状況においても、逆に、例えばスタディ数
使用量に余裕がありハードディスク使用量に余裕がない状況においても、使用量画像３６
からその状況を知ることが可能になる。
【００４１】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、上述した実施形態は、あらゆる点で単な
る例示にすぎず、本発明の範囲を限定するものではない。本発明は、その本質を逸脱しな
い範囲で各種の変形形態を包含する。例えば、統括的使用量を表示することに加えて、補
助的に、ハードディスク使用量とスタディ数使用量を表示できる構成としてもよい。
【符号の説明】
【００４２】
　１０　プローブ、１２　送受信部、２０　超音波画像形成部、３０　表示画像形成部、
５０　データ管理部、６０　ハードディスク、７０　データベース。

【図１】 【図２】
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